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資料編 
 

１．策定経過 

（１）策定の体制 

入間市⽴地適正化計画の策定にあたっては、有識者で構成される「入間市⽴地適正化計画
策定検討会議」および「都市計画審議会」、庁内の「政策調整担当者会議」で聴取した意⾒を
基に検討作業を進めました。 

また、市⺠・事業者の皆さまからご意⾒を伺う場として「関係団体ヒアリング」や「オー
プンハウス」、「市⺠説明会」、「パブリックコメント」を実施しました。 
 

≪ 策定体制 ≫ 
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（２）入間市立地適正化計画策定検討会議 委員名簿 

（敬称略） 
氏名 区分 所属 

中村 仁 都市計画に関する知識経験を有する者 芝浦工業大学教授 
大澤 昭彦 都市計画に関する知識経験を有する者 東洋大学准教授 
岡崎 洋志 防災・減災に関する知識経験を有する者 埼⽟県防災⼠会理事・事務局⻑ 
小嶋 文 公共交通に関する知識経験を有する者 埼⽟大学准教授 
 

（３）策定の経過 

開催日 会議 議題 

令和 6（2024）年 

7 月 29 日 第 1 回策定検討会議 
・⽴地適正化計画の制度概要 
・策定スケジュール 
・本市の都市構造上の課題 

10 月 
4、7、15、16、21 日 関係団体ヒアリング 

・⾼齢者福祉、商工業、住宅分野に精通
する５事業者に対し、⽴地適正化計画
に関する意⾒聴取 

11 月 11 日 第 2 回策定検討会議 
・まちづくりの方針および施策・誘導方

針の検討 
・都市の骨格構造の検討 

令和 7（2025）年 

3 月 10 日 第 3 回策定検討会議 
・居住誘導区域の検討 
・都市機能誘導区域の検討 
・誘導施設の検討 
・オープンハウスの実施について 

4 月 14 日〜20 日 オープンハウス 
・計画概要の周知 
・進捗の報告 
・市⺠意向の把握 

6 月 30 日 第 1 回都市計画審議会 ・⽴地適正化計画の策定について（諮問） 

7 月 4 日 第 4 回策定検討会議 ・オープンハウスの実施結果 
・防災指針の検討 

9 月 3 日 第 5 回策定検討会議 ・誘導施策の検討 
・目標指標・進⾏管理の検討 

9 月 29 日 政策調整担当者会議 ・⽴地適正化計画の策定について 
11 月 10 日 第 2 回都市計画審議会 ・⽴地適正化計画の策定について（報告） 
令和 8（2026）年 

1 月 13 日〜2 月 12 日 パブリックコメント ・⽴地適正化計画（原案）に対する意⾒
聴取 

1 月 13 日〜16 日、19
日〜20 日 市⺠説明会 ・⽴地適正化計画（原案）について 

2 月 9 日 第 6 回策定検討会議 ・計画書最終案について 
3 月 1 日 ― ・届出制度の周知開始 
3 月 12 日 第３回都市計画審議会 ・⽴地適正化計画について（答申） 
3 月 31 日 ― ・⽴地適正化計画の策定・公表    
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（４）入間市都市計画審議会 諮問書 
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（５）入間市都市計画審議会 答申書 
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２．市民参加 

（１）オープンハウス 

目的 
⽴地適正化計画策定の周知や計画の概要説明、進捗の報告、市⺠意⾒の反

映を目的として、市⺠を対象に広く実施しました。 

実施時期 令和 7（2025）年 4 月 14 日（月）〜4 月 20 日（日） 

実施場所 

扇町屋地区センター 
東⾦⼦地区センター 
藤沢地区センター 

東町地区センター 
⾦⼦地区センター 
東藤沢地区センター 

⿊須地区センター 
宮寺・二本木地区センター 
⻄武地区センター 

開催方法 

⽴地適正化計画の説明、市の現状や今後のまちづくりの方針などの説明パ
ネルの展示および、パネルアンケートにシールを貼って回答いただく形式の
簡易アンケートを⾏いました。 

実施の様子 

 

（２）パブリックコメント 

目的 
入間市⽴地適正化計画（原案）を公表し、広く市⺠から意⾒を求めるため

に実施しました。 

実施期間 令和 8（2026）年 1 月 13 日（火） 〜 2 月 12 日（木） 

実施結果 意⾒提出件数︓13 件 
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（３）市民説明会 

目的 
入間市⽴地適正化計画（原案）について、広く市⺠から意⾒を求めるため、

パブリックコメントと同時期に開催しました。 

実施日 

実施場所 

令和 8（2026）年 
1 月 13 日（火）入間市産業文化センター 
1 月 14 日（水）藤沢地区センター（藤沢公⺠館） 
1 月 15 日（木）⻄武地区センター（⻄武公⺠館） 
1 月 16 日（⾦）東⾦⼦地区センター（東⾦⼦公⺠館） 
1 月 19 日（月）⾦⼦地区センター（⾦⼦公⺠館） 
1 月 20 日（火）宮寺・二本木地区センター（宮寺公⺠館） 

参加人数 計 13 名 

開催方法 入間市⽴地適正化計画（原案）の説明および質疑応答による意⾒聴取 

実施の様子 
 

 
 
 



 

152 

３．検討資料 

（１）災害ハザード情報等の収集 

１）地形 

本市の地形は⻄から東へなだらかに傾斜し、市北⻄部と南東部のやや起伏がある丘陵（加
治丘陵、狭山丘陵）と北部の入間川沿いの低地部分により部分的に変化のある地形が形成さ
れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

≪ 地形（標高） ≫ 

出典：基盤地図情報 数値標高モデル（国土地理院、令和 6（2024）年 4 月 8 日時点） 
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２）土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域および、土砂災害警戒区域は加治丘陵周辺に広く指定され、県道⻘
梅入間線沿道の住宅地などで指定されています。 
 

≪ 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：市資料 

加治丘陵周辺 

県道青梅入間線沿道 
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３）大規模盛土造成地 

平成 21（2009）年度、埼⽟県の調査による大規模盛土造成地の第⼀次スクリーニング調
査によると、市内の大規模盛土造成地は、新久、小谷田、⾼倉、豊岡、東町等に合計 24 箇
所（谷埋め型が 15 箇所、腹付け型が 9 箇所）あります。 

なお、令和 4（2022）年度に実施した、市内の大規模盛土造成地全てを対象にした調査の
結果、直ちに滑動崩落を示唆する変状が認められる大規模盛土造成地はありませんでした。 

 
≪ 大規模盛土造成地 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：市資料 
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４）洪水浸水想定区域等（浸水深：想定最大規模） 

入間川流域の想定最大規模での洪水浸水想定区域等は、入間川と霞川沿いに指定されてい
ます。浸水深は 0.0〜0.5ｍ未満が大部分ですが、0.5〜3.0ｍ未満の地域も⾒られます。ま
た、市内に⼀部ですが浸水深 3.0〜5.0ｍ未満の地域があります。 

新河岸川流域の想定最大規模での洪水浸水想定区域は、不⽼川沿いに指定されています。
浸水深は 0.0〜0.5ｍ未満が大部分ですが、0.5〜3.0ｍ未満の地域も⾒られます。市内に 3.0
〜5.0ｍ未満の地域はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 

≪ 入間川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模） ≫ 

≪ 新河岸川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模） ≫ 

出典：荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 

※洪水浸水想定区域図のシミュレーショ
ンは、前提となる降⾬を超える規模の降
⾬による氾濫、⾼潮および内水による氾
濫等を考慮していません。そのため、洪
水浸水想定に指定されていない区域に
おいても、浸水が発生する場合や、想定
される浸水が実際の浸水深と異なる場
合があります。 
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５）洪水浸水想定区域等（浸水深：計画規模） 

入間川流域の計画規模での洪水浸水想定区域等は、入間川と霞川沿いに指定されています。
浸水深は 0.0〜0.5ｍ未満が大部分であり、想定最大規模の洪水浸水想定区域と比較し、入
間市駅北部や仏⼦駅⻄部では浸水が想定されていません。 

新河岸川流域の計画規模での洪水浸水想定区域は、不⽼川沿いに指定されています。浸水
深は 0.0〜0.5ｍ未満が大部分ですが、武蔵藤沢駅周辺等において 0.5〜3.0ｍ未満の地域が
⾒られます。市内に 3.0〜5.0ｍ未満の地域はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

≪ 入間川流域の洪水浸水想定区域（計画規模） ≫ 

≪ 新河岸川流域の洪水浸水想定区域（計画規模） ≫ 

※洪水浸水想定区域図のシミュレーショ
ンは、前提となる降⾬を超える規模の降
⾬による氾濫、⾼潮および内水による氾
濫等を考慮していません。そのため、洪
水浸水想定に指定されていない区域に
おいても、浸水が発生する場合や、想定
される浸水が実際の浸水深と異なる場
合があります。 

出典：荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 

出典：荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 
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６）洪水浸水想定区域等（浸水継続時間） 

入間川流域の浸水継続時間は、入間川と霞川沿いに指定されています。浸水継続時間は 12
時間未満の区域が大部分ですが、⼀部区域で 12 時間〜24 時間未満と 24 時間〜72 時間未
満の区域が⾒られます。なお、生命の危機が生じるおそれがあるとされる、浸水継続時間が
3 日以上の区域は⾒られません。 

新河岸川流域の浸水継続時間は不⽼川沿いに指定されています。浸水継続時間は 12 時間
未満の区域が大部分ですが、⼀部区域で 12 時間〜24 時間未満と 24 時間〜72 時間未満の
区域が⾒られます。なお、生命の危機が生じるおそれがあるとされる、浸水継続時間 3 日以
上の区域は⾒られません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

≪ 入間川流域の浸水継続時間 ≫ 

≪ 新河岸川流域の浸水継続時間 ≫ 

出典：荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 

出典：荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 
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７）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 

入間川、霞川、不⽼川沿い⼀帯に家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）が指定されていま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

≪ 入間川流域の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） ≫ 

≪ 新河岸川流域の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） ≫ 

出典：荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 

出典：荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図 

（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）年 5 月 28 日） 
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８）内水 

本市では、浸水被害を軽減することを目的として、平成 16（2004）年度から令和 5（2023）
年度の間に市⺠から連絡のあった道路・床上および床下浸水被害をもとに、被害範囲に関す
る浸水情報を示した「入間市内水ハザードマップ（浸水実績図）」を作成しています。 

なお、「入間市内水ハザードマップ（浸水実績図）」は水防法第 15 条第 3 項に基づくハザ
ードマップではありません。 
 

≪ 入間市内水ハザードマップ（浸水実績図） ≫ 

 
出典：入間市内水ハザードマップ（入間市、令和 6（2024）年 3 月改訂） 
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９）震度分布 

⽴川断層帯地震（破壊開始点︓南、Ｍ＝7.4）が発生した場合の震度分布は、震度 5 強か
ら震度 6 強の揺れが想定されています。 

市街化区域はおおむね震度 6 弱となっており、⼀部地域で 6 強が想定されています。 
 
 
 
 

 
   

≪ 震度分布図 ≫ 

出典：埼玉県地震被害想定調査報告書（立川断層帯地震（破壊開始点：南）） 

（埼玉県、平成 26（2014）年 3 月） 
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１０）建物被害（全壊数） 

⽴川断層帯地震（破壊開始点︓南、Ｍ＝7.4）が発生した場合の全壊数は全市で 736 棟（全
建物の 1.51％）、半壊数は 3,511 棟（全建物の 7.21％）の想定となっています。 

揺れによる全壊数の分布をみると、市街化区域を中心に 2 棟以上 5 棟未満の区域が分布
しています。 

 
 
 
 
 

 
   

≪ 揺れによる建物全壊棟数分布図 ≫ 

出典：埼玉県地震被害想定調査報告書（立川断層帯地震（破壊開始点：南）） 

（一部加工）（埼玉県、平成 26（2014）年 3 月） 
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１１）火災被害（焼失棟数） 

⽴川断層帯地震（破壊開始点︓南、Ｍ＝7.4）が発生した場合の火災焼失棟数は、310 棟
の想定となっています。 

焼失棟数の分布をみると、全市的に 0 棟より大きく 1 棟未満が広がっていますが、⼀部
地域で 1 棟以上 10 棟未満が⾒られます。 

 
 
 
 
 

 
   

≪ 火災焼失棟数分布図 ≫ 

出典：埼玉県地震被害想定調査報告書（立川断層帯地震（破壊開始点：南）） 

（一部加工）（埼玉県、平成 26（2014）年 3 月） 
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１２）住宅密集地（密集市街地） 

埼⽟県において、本市で木造家屋が多く密集し、⽼朽家屋も散在し、狭あい道路および袋
路状道路が分布している、東藤沢三丁目の⼀部および、東藤沢四丁目から⼋丁目を対象に、
住宅密集地の延焼危険性の調査を実施しました。 

本調査より、避難困難区域や消防活動困難区域、延焼クラスターが示されています。 
延焼クラスターは 50 棟以上 100 未満が 5 区域、100 棟以上 500 棟未満が 3 区域、500

棟以上 1,000 棟未満が 1 区域、1,000 棟以上 2,000 棟未満が 1 区域となっています。 
また、隣接する所沢市にも住宅密集地（密集市街地）が広がっており、所沢市と⼀体的な

延焼クラスターは約 3,800 棟となります。 
調査結果を基に本計画において改善の方向性を検討し改善計画を策定していきます。 
 

≪ 住宅密集地（密集市街地）図 ≫ 

 
 
 

 
 
z  

出典：住宅密集地延焼危険性調査 

（埼玉県、平成 30（2018）年 5 月） 
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１３）水害時に開設する緊急避難場所・避難所 

本市では水害時に開設する緊急避難場所および避難所が 42 箇所指定されています。 
また、緊急避難場所および避難所から半径 500m の圏域（⾼齢者の徒歩圏域）を⾒ると、

市街化区域はおおむね充足しています。 
 

≪ 緊急避難場所・避難所（洪水時） ≫ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

出典：入間市地域防災計画（令和 7（2025）年 4 月改訂） 
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１４）地震・火災時に開設する緊急避難場所・避難所 

本市では、地震および火災ともに開設する緊急避難場所および避難所が 34 箇所指定され
ています。地震時のみ開設する緊急避難場所・避難所は 18 箇所、火災時のみ開設する緊急
避難場所・避難所は 7 箇所となっています。 

また、緊急避難場所および避難所から半径 500m の圏域（⾼齢者の徒歩圏域）を⾒ると、
市街化区域はおおむね充足しています。 
 

≪ 緊急避難場所・避難所（地震・火災時） ≫ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：入間市地域防災計画（令和 7（2025）年 4 月改訂） 
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４．用語集 

 

ア行 

アンダーパス 

道路や鉄道などの下をくぐり抜けるように
通っている箇所。 
ウォーカブル 

ウォーカブルとは、「歩く」を意味する
「walk」と「できる」の「able」を組み合わせ
た造語。 
液状化 

地震の揺れによって地盤が液体のようにド
ロドロになってしまう現象。 
オープンスペース 

公園や広場、河川、農地など、交通や建物等
の特定の用途によって占有されていない空地。 
カ行 

開発許可制度 

新たに開発される市街地の環境を保全する
ことを目的に、市街化区域と市街化調整区域に
おいて、⼀定規模以上の建築物や工作物の建築
などが⾏われる土地の造成を審査し、許可する
制度。 
家屋倒壊等氾濫想定区域 

堤防の決壊などの場合に、建築物が倒壊・流
出するなどの危険性が⾼い区域を示したもの
で、河岸侵食と氾濫流の２種類がある。 
河岸侵食 

河川の激しい流れにより河岸が削られ土地
が流出することで、家屋が流出・倒壊するおそ
れがある。 
カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ
ること。 
義務的財源 

任意に削減できない固定的に支出される経
費で、人件費、生活保護費等の扶助費及び公債
費など。 

 
 

 

 

 

協働 

市⺠と企業、市が⾃分たちの知恵と工夫で住
みよいまちをつくるという目的を共有し、互い
の⽴場や特性を活かしながら、協⼒して取り組
むこと。 
緊急輸送道路 

大規模な地震等の災害が発生した場合に救
命活動や物資輸送を⾏うための重要な路線。 
グリーンインフラ 

⾃然環境が有する多様な機能を活用し、持続
可能で魅⼒のある国土・都市・地域づくりを進
める取り組み。 
公共交通利用可能地域 

本計画では、鉄道駅から 1km、バス停から
300m の範囲を公共交通利用可能地域と定義。 
洪水浸水想定区域 

降⾬により河川が氾濫した場合に浸水が想
定される区域。 
交通結節点 

異なる交通⼿段(場合によっては同じ交通⼿
段)を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設。 
交通モード 

様々な移動⼿段を示す。市内には、⻄武池袋
線、ＪＲ⼋⾼線、⻄武バス、コミュニティバス、
タクシーが存在する。 
サ行 

災害図上訓練（DIG） 

地区に災害が発生したことを想定して、入⼿
した情報を踏まえ、災害の状況、予測される危
険等を大きな地図に記入する訓練。 
市街化区域 

すでに市街地になっている区域や今後、おお
むね 10 年以内に優先的・計画的に市街化を図
るべき区域。 
市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域のことで、原則とし
て新たに建築物を建てたり、増築することがで
きない区域。 
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自主防災組織 

各⾃治会が⺟体となって地域住⺠が⾃主的
に連帯して防災活動を⾏う任意団体。 
自助･共助 

⾃助とは住⺠⾃治の基本であり、第⼀義的に
は⾃分（家族も含めて）でできることは⾃分で
⾏うこと、共助とは地域住⺠や⾃主防災組織、
町内会など身近な人たちがお互いに助け合う
こと。 
事前復興 

災害に備え、復興に資するソフト的対策を事
前に準備しておくこと。 
重要業績評価指標（KPI） 

施策ごとの進捗状況を検証するために設定
する指標。（Key Performance Indicator の略） 
消防活動困難区域 

消防⾞通⾏可能道路（幅員 6m 以上の道路）
から消防活動可能範囲（消防⾞通⾏可能道路か
ら 140m 以内）の外にある範囲。 
人口集中地区（DID） 

原則として人⼝密度が 1 ㎢あたり 4,000 人
以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互
いに隣接して、それらの隣接した地域の人⼝が
国勢調査時に 5,000 人以上を有する地域。 
縮退均衡 

経済が需要と供給のバランスを保ちながら
規模を小さくしていくこと。 
その他経費 

委託料等の物件費、維持補修費、補助費、操
出⾦など。 
タ行 

大規模盛土造成地 

面積 3,000 ㎡以上の「谷埋め型盛土」、また
は原地盤の勾配が 20 度以上かつ盛土⾼ 5ｍ以
上の「腹付け型盛土」がなされた造成地。 
脱炭素社会 

二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。低炭
素社会、低炭素型社会ともいう。 

 

端末公共交通手段 

人がある目的で、ある地点からある地点まで
移動する際に利用した交通⼿段のうち、代表交
通（鉄道・バス等）ではない、⾃宅等の出発地
から代表交通等の間、あるいは目的地から代表
交通等の間の交通⼿段。 
地区計画制度 

地区の特性を生かした良好な環境の整備や
保全を目的として、都市計画法に基づき、その
地区の道路・公園・広場等の公共施設や居住環
境、まちなみ景観などについて、住⺠の考えを
取り入れながらまちづくりを進める制度。 
調節池 

洪水を⼀時的に貯めて、洪水の最大流量（ピ
ーク流量）を減少させるために、⼀般的に河川
に隣接して設ける池。 
デマンド交通 

電⾞や路線バスのようにあらかじめ決まっ
た時間に決まった駅・停留所を運⾏するのでは
なく、利用者の希望に応じて、運⾏経路や運⾏
スケジュールをそれに合わせて運⾏する形態
で、タクシー⾞両等を用いて運⾏。⼀般的に、
利用者が利用したい時に予約をして、それに合
わせて運⾏。 
投資的経費 

道路、公園、公共施設の建設等の社会的資本
の整備に要する経費で、普通建設事業費、災害
復旧事業費など。 
都市基盤整備 

市⺠生活の安全性、利便性、効率性などの向
上を図るため、都市施設を整備すること。道路、
鉄道、公園、緑地、上下水道、河川などの整備
がこれに該当する。 
都市計画運用指針 

今後、都市政策を進めていくうえで都市計画
制度をどのように運用していくことが望まし
いか等について、国として原則的な考え方を示
した指針。 
都市計画区域 

都市計画法に基づき、⾃然的・社会的条件、
人⼝・土地利用・交通量等の現況や推移を勘案
して、⼀体の都市として総合的に整備・開発・
保全する必要があるとして指定された区域。 
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都市計画道路 

都市計画区域内において、都市計画法の都市
施設として都市計画に定められた道路。 
都市計画法 

都市計画の内容及びその決定⼿続、都市計画
制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要
な事項を定めることにより、都市の健全な発展
と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と
公共の福祉の増進に寄与することを目的とし
た法律。 
都市公園 

都市公園法に基づく公園で、住区基幹公園
（街区公園、近隣公園、地区公園）、都市基幹
公園（総合公園、運動公園）、大規模公園（広
域公園、レクリエーション都市）、国営公園の
他、緩衝緑地等（特殊公園、都市緑地、緑道な
ど）がある。 
都市再生特別措置法 

社会経済情勢の変化に対応した都市機能の
⾼度化及び都市の居住環境の向上、都市の防災
に関する機能の確保等を図るため、都市計画の
特例等の特別な措置などを講じることで、社会
経済構造の転換を円滑にして、国⺠経済の健全
な発展及び国⺠生活の向上に寄与することを
目的とした法律。 
都市施設 

道路、公園・緑地、下水道など、都市を構築
する基本的な施設。 
土地区画整理事業 

土地区画整理法に基づき、道路、公園、河川
等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整
え宅地の利用の増進を図る事業。 
土砂災害特別警戒区域 

建物に損壊が生じ、住⺠に著しい危険が生じ
るおそれがある区域。 
土砂災害警戒区域 

土砂災害のおそれがある区域。 

 

ナ行 

内水 

⼀時的に大量の降⾬（ゲリラ豪⾬など）が生
じた場合に、公共排水施設などに⾬水を排出で
きず、地表面に水が溜まることにより発生する
浸水。 
農用地区域 

農業振興地域の整備に関する法律に基づく
「農業振興地域整備計画」において、積極的な
農業施策の展開と農地の保全を図るために指
定された区域。 
ハ行 

バスロケーションシステム 

GPS 等を用いてバスの運⾏位置情報を収集
し、バス停の表示板やパソコン・携帯電話等に
情報提供するシステム。渋滞等による遅延状況
が分かるため、バス待ちの不安解消などに役⽴
つ。 
バリアフリー 

⾼齢者や障害者が安全で快適な生活ができ
るように、階段や段差など障害となるものをな
くすこと。広義では、心理的、社会的、制度的
な障壁をなくすことを含む。 
避難行動要支援者 

災害時に⾃ら避難することが困難で特に支
援を要する者。 
避難困難区域 

建物の倒壊などにより道路が閉塞（道路閉塞
箇所）することで地区住⺠の避難が困難になる
と想定される範囲。 
避難所開設・運営訓練（HUG） 

避難者の事情に応じて、避難所に⾒⽴てた平
面図に適切に避難者を配慮できるか、トラブル
にどう対応するか等避難所運営を疑似体験す
るゲーム。 
BCP（業務継続計画） 

組織（特に⾏政機関）が事故や災害などのイ
ンパクトの大きい事象に遭遇した場合に、組織
として許容できるレベルで重要なサービスを
顧客に提供し続けるための実⾏計画。   
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PFI 
プライベート･ファイナンス･イニシアティ

ブ。公共施設等の設計、建設、維持管理および
運営に、⺠間の資⾦とノウハウを活用し、公共
サービスの提供を⺠間主導で⾏うこと。 
福祉避難所 

⼀般の避難所で生活することに支障があり、
特別な配慮が必要な障害者等が避難するため
の場所。 
マ行 

マイ・タイムライン 
台風等の接近による大⾬が予測される前に、

⾃分⾃身が取るべき防災⾏動計画のこと。「ハ
ザードマップ」を使って、命を守る避難⾏動を
⾃ら考え、さらには、家族と⼀緒に日常的に備
えるもの。 
マルシェ 

フランス語で「市場」を意味する⾔葉で、日
本では「⻘空市」と同じような意味合いで使わ
れ、生産者と消費者が直接顔を合わせて、商品
の売買を⾏う場。 
密集市街地 

住宅が密集し、かつ、道路などの公共施設が
⼗分に整備されていないなど、土地利用の状況
から火災や地震が発生した場合に延焼防止、避
難に必要な機能が確保されていない状況にあ
る市街地のこと。 
ヤ行 

ユニバーサルデザイン 
障害の有無・能⼒・年齢・性別・国籍などに

かかわらず、全ての人が利用可能な施設・製品・
情報の設計（デザイン）をすること。 
用途地域 

住居、商業、工業などの土地利用を適正に配
置し、効率的な活動ができるよう、都市の中を
⼀定の区域に分け、それぞれの地域に合わせて
建築物の用途、形態（建築面積や延べ床面積の
敷地面積に対する割合）、⾼さなどの基準を定
めたもの。 

 

ラ行 

ライフライン 
現代都市における市⺠生活を支える施設あ

るいは設備（電気、ガス、水道等）。 
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